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１．目的 

災害発生時にはまず救助、消火、救護、安否確認及び被害状況の確認等の現場の対

応が大変重要です。本「避難マニュアル」は、それらの対応の責任者である自治会

長が的確に行動するための一助となることを目的として作成されました。 

自主防災会は以下の３種類のマニュアルを作成しております。 

「地区防災計画」： 

防災に関する全般的な事柄を、内閣府のガイドラインに沿って当校区に当てはめ

て作成したもので、住民全員が対象です。市のホームページに掲載されています。 

「避難マニュアル」： 

災害発生から避難所に地区住民を誘導するまでの手順を記したものです。各自治

会の自主防災専門委員に配付しております。 

「避難所開設・運営マニュアル」： 

避難された住民（在宅避難者等も含む）が避難所生活を送るための避難所開設から

その後の運営、更には避難所の閉鎖に至るまでの手順を記したものです。各自治会

自主防災専門委員に配付しております。 

 

２．想定される被害（「地区防災計画」より引用） 

（１）想定される被害 

当校区では、生駒断層帯が近くにあり、更に南海トラフ地震の発生率もかなり高い

ため、地震による被害が想定されています。 

生駒断層帯地震の発生確率は今後 30 年で 0.2%とされており、当校区（枚方全域）

では最大震度 6 強が想定されています。 

但し、未確認の断層もあり、発生確率はもっと高いという説もあります。 

南海トラフ巨大地震の発生確率は今後 30 年の間で 70％～80％とされており、当校

区（枚方市全域）では最大震度 6 弱が想定されています。 

尚、地震以外で考えられる風水害については、当校区は比較的高台に位置している

ため、近くを流れる穂谷川が氾濫しても、水害或いは土砂災害の発生はないと考え

られています。 

（２） 過去の発生事例 

２０１８年６月、大阪北部地震により枚方市は震度６弱を観測しました。 

菅原東校区では屋根瓦が落ちる家屋がありました。 

また、ブロック塀が崩れそうになった場所もありました。 

市は屋根瓦が落ちた家屋に対して、屋根の仮補修のためにブルーシートを手配したとのこ

とですが、市役所まで取りに来てほしいとのこと。 

搬送の手配などの理由で取りに行けないため、当自主防災会で備品のブルーシートを配布

し、更にブルーシートを張る業者の斡旋を行った経緯がありました。 

上記の他には災害に見舞われたケースは発生していません。 
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３．災害時の行動 

（１）ご自身の安全 

災害（特に地震）が発生した時は、まずご自身の身の安全確保が第一です。 

次に、二次災害を防止するための行動、例えば火の始末や避難経路の確保（ド

アなどの出口の確保等）となります。 

巻末の参考資料：「地震発生時の１０か条」をご参照願います。 

各自治会において、機会があるごとに、この１０か条の行動パターンを覚え

るための意識啓発をお願いします。 

（２）現状確認 

自身の身の安全が確保された後、以下の状況確認をしてください。 

① 家族の安否確認 

家屋内の家族の安否確認をしてください。 

また、離れて生活している家族との連絡は、電話回線が混雑することも予

想されるため、平常時より、連絡体制を確認しておく必要があります。 

連絡が取れない場合は災害用伝言ダイヤル１７１を活用してください。使

用方法などを家庭内で事前に打ち合わせておくことをお勧めします。 

・ 伝言を吹き込む １７１－１－自宅の電話番号 

・ 伝言を聞く  １７１－２－自宅の電話番号 

・ 災害用伝言版 Web171（https://www.web171.jp/）も利用できます。 

② 隣近所の安否確認 

余震が続いている状態も想定されますので、外出する場合は十分注意をし

て隣近所の安否確認を行います。 

隣近所の安否確認ができたら、その旨を班長に連絡し、班長は、班全員（一

人暮らしの要支援者※を含む）の確認ができた時点で自治会長に連絡しま

す。 

今までの手順は以下の通りです。 

・ 自身の安全確保 

・ 家族の安全確認 

・ 班長への報告（班長は結果を自治会長に報告） 

・ 隣近所の安全確認 

 
※ ここで言う要支援者とは、避難行動を行う際に支援が必要な「避難行

動要支援者」を指します。障害者であっても避難行動が自力でできる

方は除きます。 

尚、避難所での生活を送るうえで、障害の程度によってはご家族以外

とはなじめない方もいると思われますが、その場合は自治会長に伝え

てください。自治会長は避難所での対応を考慮するよう【図１被害状

況・安否確認用地図】にて自主防災会に伝えてください。 
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③ 救出活動 

家屋の倒壊などにより多数の生き埋め者や負傷者が発生することが予想さ

れます。大きな災害になるほど、救助用の資機材や人手が不足するため、

消防等の防災関係機関の救助を待っている時間はありません。 

地域住民と協力しながら救出にあたりましょう。  

生き埋め者の救出に当たってはできる限り以下を記録してください。 

・ 発見場所 

・ 発見時刻 

・ 発見した者 

・ 発見から救助までの時間 

・ 人数 

・ 様態 

上記は後々に警察に情報を提供する場合に役立ちます。 

地区在住の自主防災会・推進委員の手を借りることも検討してください。 

彼らは、救出に関する専門訓練を受けております。 

④ 救護活動 

ひとたび災害が発生すると、多数の負傷者が発生しますが、すべての負傷

者がすぐに医療機関による治療が受けられるとは限りません。災害時には、

一刻も早く医療機関による高度な治療を受ける必要がある負傷者を優先的

に搬送する必要があります。  

このため、軽傷の場合は、自主防災組織など地域住民がまず応急手当を行

い、重傷者等は消防・救急隊の応援を要請してください。 

尚、当校区では災害時の医療組織として 

公済病院（地域医療連携室：☏ 072-858-8233） 

を登録しております。 

地区在住の自主防災会・推進委員の手を借りることも検討してください。 

彼らは、救護に関する専門訓練を受けております。 

⑤ 要支援者への支援 

自治会長から要支援者（特に一人暮らし）の方の安否確認を近隣の班長に

要請します。 

尚、要支援者でありながら情報を開示していないことを希望している方も

いらっしゃいますが、それらの方も避難させなければなりませんので、常

日頃から近隣の方の情報はできる限り確認しておく必要があります。 
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４．被害状況の把握 

（１）把握する内容 

自治会長は各班の班長より被害状況を聞き、記録します。 

記録する内容は以下の通り。 

① 家族数 

② 負傷者数 

③ 避難を希望するかどうか 

④ 在宅避難或いは車中泊避難を希望するかどうか 

⑤ 家屋の損壊状況（全壊か半壊か軽微か、この時点では自己判断です 

⑥ 火災の発生及び消火・鎮火の事実 

⑦ 備考欄、できる限り以下の情報を記入願います。 

・ 要支援者の有無と現状、 

・ 家族の中で離れて暮らす方の情報等 

・ 在宅避難者或いは車中泊避難者の連絡先 

・ その他お気づきの事柄や問題点等 

（２）記入用紙 

あらかじめ各自治会で下記図１サンプルの「被害状況・安否確認表」のような

記入用紙を準備しておくと便利です。 

尚、地図には安否確認が済んだかどうかの✓マーク等の印を付してください。 

 

被害状況・安否確認表（サンプル） 
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５．避難の要否判断 

自治会長は避難指示が出された場合は避難行動の準備を行います。 

震度５強以下では自治会内の被害状況を考慮して自治会長が判断してください。 

（１）避難指示の確認 

震度６弱以上の地震が発生した場合には無条件で避難所の開設を行います。 

ただし、災害が発生した直後で情報伝達が徹底していないことが想定されます

ので、以下の避難所開設の情報を入手するか、或いは関係者に直接確認するこ

とも可能です。 

震度５強以下では状況に応じて避難指示が出されますので、避難所開設の有無

の確認が必要です。自主防災会に連絡を取ってください。 

尚、現在は避難勧告はありませんのでご注意願います。次ページ図２ご参照。 

（２）避難所開設の情報 

以下の方法で「避難指示」が発令されます。 

・ 枚方安全安心メール ・ エリアメール・緊急連絡メール 

・ おおさか防災メール ・ 防災行政無線 等 

・ 枚方市公式 Twitter-LINE  

尚、その後、市のホームページやテレビ・ラジオでの周知徹底を行います。 

（３）緊急時の連絡体制 

避難指示が確認できない場合、以下の地域災害対策本部関係者（自主防災会）

に直接連絡を取って情報を入手することも可能です。 

 

自主防災会会長：  髙木茂（タカギシゲル） 

自主防災会推進委員： 筧均（カケイヒトシ） 

コミュニティ会長： 鈴鹿政義（スズカマサヨシ） 

090-3405-3899 

090-3725-3775 

090-1226-3502 

（４）避難所の指定 

当区の第１次避難所としては菅原東小学校としています。 

避難者数が拡大した場合には広域避難場所に関して緊急対策本部（危機管理部）

より連絡ありますので、その指示に従って対応します。 

その場合、第２次避難所である杉中学校や他の施設を利用することもあります

が、本校区に関する広域避難場所の案は今の段階では定まっておりません。 

（５）在宅避難の勧め 

菅原東小学校の避難者の収容人数は最大 900 名程度です。 

本校区の人口は 14,000 名、災害発生の曜日や時間帯によって、全人口が当校

区に居る訳ではないと思われますが、いずれにしろ収容可能な人数は極端に少

な過ぎます。 

そこで、引き続き居住が可能である方や車の中で宿泊が可能な方は、そのまま

ご自宅、或いは車中を避難場所としてご使用いただくことをお勧めします。 

ご自宅を使用される方を在宅避難者、車中を使用される方を車中泊避難者と言

います。集団生活に不慣れな方には特にお勧めです。  



【避難マニュアル】 

 

6 
 
 

図２：避難指示で必ず避難 （内閣府・消防庁監修） 
 

 

 

  

図２ 
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６．避難することが決定された場合 

（１）各家庭への連絡および指示 

自治会長は班長等を通じ、以下の項目を避難家庭に周知してください。 

・ 鍵の施錠 

・ 貴重品の確認 

・ 避難グッズ、水及び食料（できれば 3 日程度の量） 

・ 避難時の服装・着替え 

・ 避難所生活の注意点※ 
※ 避難所での生活で、最初の３日程度は非常に混乱します。 

水・食事・トイレはかなり不自由であることを覚悟しなければなりません。 

（２）一時招集場所 

一時招集場所とは、地区住民が避難する際に一時的に集合する場所です。 

その場所で、点呼、健康状態、避難所での受付用紙、携帯品、留守宅の状況確

認等を行います。 

避難はできる限り自治会住民全員が一緒に行います。 

尚、自治会長は、在宅避難者及び車中泊避難者の代表者も一旦一時招集場所に

集合させ、状況（特に人数及び要支援者の情報）を確認してください。 

後々の市の災害対策本部の安否確認及び救援物資の配給に関係します。 

非自治会員の方にもできる限り声掛けをお願いします。 

（３）避難ルートの安全確保 

避難者が安全に避難所まで行くことができるよう、あらかじめ避難するルー

トを決めておく必要があります。 

避難ルートの安全確認は自治会長が担当者２名を選任し、定められている避

難ルートが問題ないかを避難直前までに確認する必要があります。 

長い隊列を作ることを考慮に入れ、余震などによる二次災害が発生すると懸

念される場所は避けなければなりません。 

安全優先で適宜臨機応変に対応し、必要あれば躊躇なくルート変更をしなけ

ればなりません。 

安全確認のために選任された担当者２名は、大規模地震では地形が変化して

いることも想定されるため、避難ルート上に土砂崩れや道路の亀裂等を確認

し、更に二次災害の発生等も念頭に置いて、長い隊列が安全に避難所まで移

動することが可能かどうかを判断しなければなりません。 

ルート変更が必要と判断した場合、直ちに自治会長に連絡し、新たなルート

を探す必要があります。 

また、要支援者の搬送でリヤカーを使用することもあるため、避難ルートは

階段等がない道を選ぶことが大切です。 

自治会長は、定期的に避難ルートの調査を行ってください。 
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７．避難実施 

（１）避難者招集 

一時招集場所に、避難者全員（在宅避難者の代表、車中泊避難者の代表を含

む）を招集します。 

① 避難者対して 

・ 避難所生活の概要を説明します。 

・ 非常避難グッズを確認します。 

内容物の確認までは不要です。 

貴重品は持参したか、水・食料の量も確認してください。 

水・食料については、市の緊急対策本部より各校区に直ちに支援を開始す

るとのことですが、道路の被害状況によっては翌日の配給が困難である

ことも予想されます。 

2024 年 1 月 1 日に発生した能登半島地震では、1 月 4 日に自衛隊が来

て配給が始まるまで、ずっと水・食料を我慢したそうです。 

この教訓から、枚方市でも最低限の水・食料の備蓄を検討し始めている

ようですが、具体的にはまだ決まっていません。 

② 在宅避難者及び車中泊避難者に対して 

「地区防災計画」の【付録４】をご参照ください。 

・ 場所を確認してください。 

・ 連絡先を確認してください。 

それぞれの人数を図１「被害状況・安否確認用地図」（4 ページ）と照合

してください。 

連絡先は水・食料等の物資を支給する際に必要です。 

③ 避難後の地域の防犯 

昨今、災害時を狙った空き巣等が頻繁に発生しております。各自治会長は

在宅避難者の手を借りて、地域を定期的に見回りすることが必要です。 

更に、外見上避難者宅には誰もいないというようなことが分かりにくいよ

うな配慮をする必要があります。 

もし、安否確認のために目印（旗類）を使用した場合は格納が必要です。 

（２）避難者名簿記入用紙の記入 

下記図４表と図４裏の「避難者名簿記入用紙」（7 ページ）は避難所到着時に

受付に提出し、最終的に緊急対策本部（危機管理部）で集計、統計及び要支

援者の対応を行うための資料となります。 

発災時の避難所の受付業務をスムーズに行うため、あらかじめ各家庭に用紙

を配付し、基本部分は作成しておくことを推奨します。 

発災時は変更ある記述部分の訂正だけにしたら便利です。 

この用紙は世帯ごとに避難所の受付に提出しますので、自治会長は一時招集

場所にて所持の有無を確認してください。所持していない方に対しては、受

付で記入して提出した後でないと体育館或いは各教室に入れないと説明して

ください。 
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避難者名簿記入用紙

世帯全員を記入し、避難所の受付に提出してください

受付記入欄（受付番号）： 避難所名：菅原東小学校

入所年月日 年 月 日

氏名 フリガナ 性別 年齢 避難・在宅の別 世帯主のみ✔ 続柄 配慮※ アレルギー/その他

１． 避 ・ 在

２． 避 ・ 在

３． 避 ・ 在

４． 避 ・ 在

５． 避 ・ 在

６． 避 ・ 在

７． 避 ・ 在

８． 避 ・ 在

９． 避 ・ 在

１０. 避 ・ 在

１１． 避 ・ 在

避難者数： 名　（男　　　　名、女　　　　名） 在宅者数： 名

住所：　〒

携帯電話： 自治会名：

避難の理由 □全壊　　　　　　　　　□一部損壊（居住不可）　　　□一部損壊（居住可）

□帰宅困難者

□上記以外で避難所を利用する理由：

同伴ペット 種類 匹数 その他特記事項

□　あり

□　なし

その他、避難所で協力できる内容や特別な要望等を記入願います

複数 ✔ 可

損壊状況は推定で可

※配慮欄：避難した家族の中に、医療や福祉的なケアが必要な方がいる場合は〇をしてください。
　また、裏面シートの該当する区分に〇をしてください。複数名いる場合は、記号を分けて記載してください。
　（例）〇、□、△など。

図４（表） 
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受付番号：

避難所名：菅原東小学校

区分 普段の状態

・発熱 ・酸素

・下痢 ・吸引

・嘔吐 ・透析

・出血 ・人工呼吸器

・打撲・外傷・骨折 ・その他（　　　　　　）

・その他（　　　　　　　　　）

日常生活に全介助が ・食事、排せつ、 ・胃ろう

必要 移動が一人でできない ・寝たきり

・その他（　　　　　　　） ・その他（　　　　　　）

日常生活に一部介助 ・食事、排せつ、移動の一部に

や見守りが必要 介助が必要

（医療処置不要） （要介護認定　　　　　　　）

・何らかの障害がある

（身体障害、視聴覚障害、

知的障害、発達障害、

認知症　など）

・産前・産後・授乳中

・３歳未満児とその親

・その他（　　　　　　　　）

自立 ・健康、歩行可能、介助不要 ・高齢者

（追加の支援は不要） 常に身近な支援者の援助がある ・妊婦

・その他（　　　　　　　　） ・アレルギー

・喘息

・その他（　　　　　　）

※この用紙に記入いただく情報については、本人の健康に関する支援等を行うため

災害対策本部と情報を共有しますが、それ以外には使用致しません。

Ｄ

現在の状態

Ａ 治療が必要

Ｂ

Ｃ

◎表面の「配慮※１」欄で○をした方のみ記載してください。
①現在の状態などから区分A・B・C・Dのうちいずれかに○をしてください。
（複数当てはまる場合は、Aから優先で〇をしてください。）

②現在の状態、普段の状態に当てはまるものに○及び記載をしてください。

裏 面

図４（裏） 
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（３）要支援者への対応 

① 車いす生活者 

平常時、車いすで生活している方に対して、車いすでの移動が可能かどうか

を確認します。車いすでの移動が可能と判断されても、１～２名の付き添い

が必要です。 

② 歩行困難者 

歩行困難者に対しては、リヤカー等での搬送が可能かどうかを判断します。

可能であると判断した場合、数名の付き添いの者を選任します。 

③ 搬送困難者 

車いす、リヤカー等いずれの方法でも搬送が困難と判断された場合、自治会

長は自主防災会と連絡を取って、搬送の方法等を協議します。 

自主防災会は、避難所派遣職員経由で市の保健師等と連絡を取り、福祉避難

所或いは緊急入所施設へ入所を前提として搬送計画を策定し、自治会長に連

絡します。 

自治会長は、自主防災会の指示（或いは直接保健師の指示）に従ってくださ

い。 

（４）避難開始・スタッフ配置 

① 避難は、原則班単位で固まって、全員は隊列を組んで移動します。 

② スタッフは、先頭、最後尾、先頭と最後尾の連絡係、避難ルートの災害状況

の調査係が必要です。 

自治会長は適宜自由に動いて隊列を監視してください。また、避難開始時刻、

到着時刻等の記録を取ってください。 

③ 先頭のスタッフ最終確認された避難ルートに従って、全員の歩行速度を考慮

して移動します。 

車いすやリヤカーでの移動者、子供、高齢者等の事情も十分配慮する必要が

あります。 

④ 最後尾のスタッフは隊列の乱れがないかを確認します。途中休憩する避難者

が発生しても、常に最後尾にいてください。 

⑤ 連絡係は隊列のゆがみが発生しないよう、はみ出さないよう注意を払います。 

移動速度やその他の突発的な事情が発生した場合、速やかに前方の班に伝え

ます。前方の班は更に前方の班に伝え、最終的に先頭のスタッフに伝えます。

この時点で携帯電話が活用できるならその方が便利でしょう。 

⑥ 避難ルートの災害状況の調査係は、できればスマホ写真撮影等を行って災害

状況の記録を行います。その記録はできる限り速やかに避難所受付を通して

地域災害対策本部（市の避難所派遣職員）に伝えてください。 

（５）避難所到着、避難者再確認（名簿による） 

避難者が避難所に到着した際、自治会長は、全ての人数を集計し、図 1「被害

状況・安否確認用地図」（4 ページ）と照合して相違が無いことを確認し、避難

所受付に報告します。 

在宅避難者（含車中泊避難者）の人数も可能な限り報告してください。 

後日、水や食料の配給がある場合には、その人数が根拠になります。 
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８．避難所受付 

（１）運動場での待機 

避難された方は混乱を避けるため一旦運動場で待機します。 

運動場では自主防災会のスタッフの指示に従ってください。 

天候等により、体育館への収容が先になって受付手続きが後になる場合もあり

ますこともご承知おき願います。 

（２）避難所受付への伝達 

自治会長は、自治会名および避難者数、並びに在宅避難者数を受付に伝えま

す。その際、自治会長は可能な限り以下を受付に提出してください。 

① 被害状況（図１「被害状況・安否確認用地図」） 

② 避難ルートの災害状況（スマホ写真等も含む） 

（３）資料提出 

避難者は、受付で世帯ごとに図３避難者名簿記入用紙（7 ページ）を提出し、

登録をしてください。 

 

９．訓練 

（１）役割分担の理解 

自治会長は以下の担当班を組織し、担当班の役割を理解させ、後述のイメージ

トレーニング及び実際の習熟訓練を行って、円滑に担当業務が遂行できるよ

う、訓練を行います。 

① 自治会長 

自治会長は司令塔として全ての担当業務の監視及び進捗状況を把握します。

また、関係先及び各担当班との連絡の窓口となります。 

情報の一元化の中心となります。 

② 情報収集担当 

災害発生時にどこが何を言っているかを把握し、記録します。 

経過と共に情報の変化が生じますので、時系列的な記録が必要です。 

③ 災害状況把握担当 

各家庭から班へ、班から自治会長（担当班）への災害状況を記録し、集約し

ます。 

④ 避難ルート安全確保担当 

避難ルートを実際に歩いて、安全を確認し、自治会長に報告します。 

⑤ 搬送支援担当 

要支援者の搬送、及び避難者の移動の際の隊列の監視を行います。 

⑥ 資料作成担当 

避難所で提出する書類の原則作成、収集、管理を行います。 

⑦ 救護担当 

損壊した家屋から救出します。医療処置を行います。 

各種訓練については、10.参考資料−(7)各種訓練を参照願います。 

⑧ 要介護者搬送担当 

リヤカーを使い、要介護者を搬送します。 
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（２）イメージトレーニング 

① 連絡体制の確認 

全員が一同に会します。 

連絡先のリストを作成し、連絡手順に従って連絡先及び連絡内容を声を出し

て全員に伝えます。 

自治会以外の人の役割担当は適宜互選してください。 

尚、連絡先リストはあらかじめ準備しておくと便利です。 

② 連絡手順 

連絡手順は、災害発生から被害状況の把握まで、或いは災害発生から一時招

集場所への招集指示までを行います。 

③ 検証・見直し 

必ず検証作業（不具合の洗い出し、見直し作業等、またそれらの記録）を行

い、次回の訓練に役立てます。 

（３）実際の習熟訓練 

① シナリオを作成します。 

② シナリオに沿って、各担当者は実際の模擬訓練（シミュレーション）を行い

ます。 

③ シナリオは以下を作成し、適宜選択します。 

・ 災害発生から被害状況把握までの訓練 

・ 災害発生から一時招集場所への集合までの訓練 

・ 要支援者を自宅から一時招集場所まで搬送する訓練 

（４）自主防災会との合同訓練 

年１～２回を目途に、各自治会（連合会）と自主防災会、可能であれば市の避

難所派遣職員が参加しての合同訓練を予定しております。 

時期や内容については事前に自治会長に自主防災会よりお声がけいたします。 

自治会と自主防災会の協議により、シナリオを作成いたします。 

（５）自主防災会推進員・自主防災会専門委員 

自主防災会推進員は、市で主催する災害時の救助、消火作業、その他災害時の

非常対応等々の研修を受けており、非常時或いはその訓練時の助けになれれば

と思っております。 

また、各自治会より選出いただいている自主防災会専門員も防災や発災時の対

応について、内部の協議を重ねておりますので、その知識はお役に立てるもの

と思っております。 

いろいろなお問い合わせは、自主防災会推進員や自主防災会専門委員にお気兼

ねなくお声がけください。 
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１０． 参考資料 

（１）防災グッズ 

① 自治会で準備すべきもの 

・ 救出・救護活動のための用具・資材 

・ 応急手当の用具及び薬品 

・ 要支援者を搬送するための用具 

自治会が菅原東小学校に近い場合は自主防災倉庫に収納されている

ものを使用することが可能です。 

その場合、自治会長は自主防災会会長に連絡を取って、防災倉庫の

開錠の手配をしてください。 

 

② 各家庭で防災グッズとして備え置くもの 
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（２）地震発生時の１０か条 
 

枚方市からの「地震発生時の命を守る１０ポイント」 

 
尚、１９９５年１月に発生した阪神・淡路大震災では、転倒したヒーターなどの電気器具に可燃

物が接触した状態で通電した際に着火するケースや、通電時に発生した火花が漏れ出たガスに引

火し、爆発するケースなど「通電火災」が発生しました。 

上記の１０か条に加え、地震発生時は電源のスイッチ或いはブレーカーを切ること、通電後はし

ばらく異常が無いかを注意する必要があります。 
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（３）被災者の救出活動 
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（４）消火活動 

地震による火災を防ぐためには、各家庭による出火対策が一番大切です。そ

れでも火 災が発生した場合は、自主防災組織が協力して初期消火活動に

あたるようにしましょう。ただし、地域で行う初期消火活動はあくまでも火災

の延焼防止が目的ですので、決して無理はしないように注意してください。消

防団員や消防署員が到着したらその指示に従いましょう。 
 

 
 

 

 

  

 

●地震発生 揺れが収まってからすばやく火の始末をする 

●出 火 消火器、汲み置きの水などを使って自ら消火活動 

●火災発生 可搬ポンプ、バケツリレーなどによる初期消火活動。消防署員が消火を開 
始したら指示に従う 

●延焼拡大 消防署員による消火活動。避難誘導班の指示に従って避難を開始する 

●避 難 
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（５）医療救護活動 
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（６）避難行動 
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（７）各種訓練 

【避難訓練】 
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【初期消火訓練】 
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【情報収集訓練】 
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【情報伝達訓練】  
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【応急救護訓練】 
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【心配蘇生法】 
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【人口呼吸・心臓マッサージ】 
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【ＡＥＤの使用手順（１）】 
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【ＡＥＤの使用手順（２）】 

 


